
別記様式第５号（第12条関係）

注１　標識の寸法は、縦及び横それぞれ60センチメートル以上とする。
　２　材質は、金属、プラスチック又はこれと同程度以上の硬度を有する
　　ものとする。
　３　色は、白地に黒文字とする。

特定金属類取扱業の許可に関する標識

茨 城 県 公 安 委 員 会

第 号

住 所

営業所の名称

氏名又は名称

代表者の氏名

許 可 番 号

許可の有効期間

　　　　年　　月　　日から

　　　　年　　月　　日まで


